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講　師：九鬼正光（本会・正会員 /弁護士）

　台風によって隣地に駐車していた車に、マン
ションに設置していたボードが飛んで傷つけた
として、車の所有者が管理組合に損害賠償を求
めてきた事例があります。この場合、管理組合
は賠償責任があるのでしょうか。
　管理組合は「権利能力なき社団」と呼ばれて
います。法律の面からは、一般社団法人および
一般財団法人に関する法律 78 条に、代表者の行
為についての損害賠償責任の規定があります。
　同条項では「代表理事その他の代表者がその
職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償
する責任を負う」と規定しています。その条項
を類推適用しますと、第三者に損害を与えた時
に、管理組合は責任を負うことになります。
　一方、台風被害の時は、建物ないし設備が暴
風によって飛ばされるという事態となったので、
理事の行為とはなりません。建物や設備は区分
所有者の共有財産ですから、その不具合は区分
所有者全員の責任が問われることになります。

　台風被害は、工作物
責任として、その占有
者、所有者が責任を負
うことになります。被
害者は、区分所有者全
員を相手方として請求
することができます。
　ただし、昨年の台風
は「不可抗力」だった

と考えています。最大風速は 10 分間の平均風速
の最大値をいいますが、国交省が示している「天
災等の基準」によりますと、最大風速毎秒 15 メー
トル以上は「不可抗力」と判定されます。昨年
の台風 21 号の最大風速はこれをはるかに上回り
ましたので、管理組合には責任がありません。

（２面へつづく）

台風被害で管理組合の責任は問われるか
第169回スキルアップセミナー（2019年４月３日開催）より

　昨年９月の台風 21 号は、近畿一円のマンショ

ンにも甚大な被害をもたらしました。マンショ

ンの建物の一部や設備が暴風によって飛ばさ

れ、第三者に損害を与えたというケースも多

かったようです。そこで、こうした被害に対し、

管理組合はどこまで責任を負うことになるのか

を考えてみます。

講演する九鬼弁護士

セミナー会場
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管理組合の責任について

　管理組合が対外的に責任を負うケースは、理
事長が第三者と契約を締結して、不履行をした
というケースが考えられます。
　判例として思い起こされるのは、理事長が総
会承認を取らずに独断で大規模修繕工事のコン
サル契約をし、そのコンサルがコンサル料金を
組合に請求した事案があります。
　このケースでは、裁判所はコンサルに対し、
コンサルはプロとして契約し、管理組合の承認
プロセスを分かっているにもかかわらず、総会
での承認を確認しないまま進めたということで、
請求は無効とされました。

管理者の権限と義務

　管理者の権限については、区分所有法 26 条に
定められています。
　26 条１項には、「保存行為と集会の決議、規
約で定められている事項を実施する権限がある」
と定められ、26 条２項には、「管理者はその職務
に関し、区分所有者を代表する」とあります。
　この代理権限は１項に定める集会や規約で決
められた事項について、対外的に法律行為をす
るときに、代理権限が与えられるものとなりま
す。
　したがって、包括的な広い範囲の権限を委任
されているものではありません。
　管理者は委任関係のもとに、管理組合のため
に職務を遂行することになるので、善管注意義
務を負うことになります。（区分所有法 28 条で
民法の委任に関する規定が準用されています）
　理事長が管理者になることから、理事長の解
任に関する議論が発生しています。管理者の解
任は集会の決議によるとの 25 条１項の規定との
関係があります。
　平成 14 年の区分所有法の改正で、管理者の権
限として、共用部分に生じた損害賠償の請求が
できることになったことは重要です。
　施工不良があった場合、管理組合の管理者と
して施工業者に対し、損害賠償請求の裁判を起
こせます。具体的には、外壁タイルがはく落し
た場合、外壁の施工業者を管理者として訴訟を
起こしても裁判所は受け入れてくれます。それ
で勝訴したら、「被告は〇〇マンションの管理者
に支払え」といった判決が出ます。

　法改正の前、管理者が共用部分の損害賠償請
求を定めていない時代では、管理組合が同じ訴
訟を起こしても「原告としての適格がありませ
ん」ということで受け入れてもらえませんでし
た。つまり、門前払いです。共用部分が受けた
損害は、共用部分の所有者、つまり全区分所有
者の損害ということになります。仮に１千万円
の請求をするのに、区分所有者が 100 人いると、
その 100 人が原告にならないと１千万円になり
ません。１人の人がやるとなると、10 万円の損
害だけになります。そのため、原告のＡさんが
10 万円の訴訟を起こしたら裁判所は受け入れて
くれるわけです。かと言って、100 人がまとまっ
て原告団になるのは現実的な話ではありません。
　平成 14 年の改正では、こうしたマンションの
特性から生じる障害を取り払い、かつ管理者に
全権を委任すれば管理組合全体のために裁判を
起こせることになりました。これで建物の不具
合が起こっても、救済がやりやすくなりました。
　ただ、このように管理者の権限が強化される
と、さまざまな影響が出ます。最近の理事不足
とも関連があるように感じています。理事にな
る時に「名前を伏せてほしい」といった要望が
聞かれる時代です。責任をかぶるようなことは
避けたいようです。
　逆に、理事長になると責任を過大に感じ、い
ろいろな課題をすべて解決しないと気が済まな
い方も増えてきています。
　区分所有者の方や、管理会社のフロントマン
が、管理者と理事長の違いをどのように認識し
て管理組合と対応しているのか、また管理組合
の役員の方でもどのような認識を持って、自分
の権限や義務を理解されているか、怪しい点が
多々あります。それを明確にしておかないとい
けません。
　管理会社のサービスが過剰になると、本来、
管理組合がやるべきことを管理会社がやってし
まい、互いに誤解を招くことがあります。１年、
２年の誤解でなく、数十年にわたり誤解を引き
ずり、誤解を「引き継ぐ」ことになります。例えば、
管理費の回収は管理会社の仕事と思っている人
が大半です。滞納案件で理事の方が裁判所に来
ることはまずありません。管理会社の方でも「そ
れは当社の仕事ではありません」とは、なかな
か言えないのが現実です。　　　（６面へつづく） 
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　共用部分の変更と 
　区分所有者の権利

　区分所有法 17 条では、共用部分の変更の際に、
専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきとき
は、特別多数決議があったとしても、その専有
部分の所有者の承諾が必要とされています。ま
た、区分所有法 31 条で、規約の変更等で一部の
区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきと
きは、承諾が必要と規定されています。
　これらの規定は多数決原理の修正に関する規
定であり、規約や当事者の同意などに優先する

「強行規定」です。全体の利益と個々の利益が衝
突する際の調整を図った規定です。そして、こ
の「特別の影響」をどのように解釈するのかが
問題となります。
　区分所有法は昭和 37 年に制定された法律です
が、その後、何度も改定されています。旧区分
所有法では、「共用部分の変更」とか「規約の改正」
は区分所有者全員が同意しなければダメでした。
これでは何も変更することができないので、昭
和 58 年の改正では、多数決原理が広く取り入れ
られました。ただ、多数決であれば何でも変え
られるということではないので、法律のもとも
との趣旨を理解しておくことが大切です。
　規約改正が問題となった判例としては、「高島
平マンション管理費請求事件」があります。
　「高島平マンション管理費請求事件」は、店舗
部分の広告物の設置について、従来は専用使用
権を無償としていたものを、規約改正で有償に
したことにより、店舗所有者が使用料を支払わ
なくなったことで裁判になった事件です。
　一審は、専用使用権の有償化は、受忍限度内
であるので、特別の影響を与えないとしました
が、控訴審では影響を与えるとしました。
　上告審では、区分所有法で定める「特別の影響」
とは「規約の設定、変更等の必要性及び合理性と、
これによって一部の区分所有者が受ける不利益
とを比較衡量し、当該区分所有者関係の実態に
照らして、その不利益が区分所有者の受忍すべ
き限度を超えると認められる場合をいう。また、
直接に規約の設定、変更等による場合だけでな
く、規約の定めに基づき、集会決議をもって専

用使用権を消滅させ、又はこれを有償化した場
合においても、区分所有法 31 条１項後段の規定
を類推適用して、区分所有者間の利害の調整を
図るのが相当である」として、有償化が社会通
念上相当か否かの審理の上、特別の影響につい
て判断せよ、と差し戻しました。
　差し戻し審では、有償化の金額を社会通念上
も相当な金額と認め、「特別の影響」はないと判
断しました。

◇　　◇

　私が扱った事例としましては、立体駐車場を建
てることで、専有部分の日照が遮られたり、エ
ンジン音や排気ガスの被害を受けるというケー
スがありました。外部廊下に接するように駐車
場が設置されたマンションの専有部分の所有者
から、仮処分の申し立てを依頼され、手続きを
とったことがあります。
　これも受忍限度の問題となります。

立体駐車場の設置でトラブルになるケースも
（写真は本文とは無関係です）
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神戸市が２０２０年に導入へ

タワマン管理組合に認証制度

　タワマン管理組合の認証制度を２０２０年度
に導入する方向で検討をはじめたという記事が
５月１３日付の日経新聞夕刊に掲載されていま
した。それによると高さ 60 ｍ以上のタワーマン
ションに対して神戸市が認証する制度を導入す
る。その制度はタワマンの管理状況を把握する
ことで将来のマンションの荒廃を防ぐことが目
的のようです。
　具体的には修繕積立金が足りているのか否か
について、届出を義務付けて、優良マンション
にはホームページなどで公表するというもので
す。
　修繕積立金がどのくらいが適正かについては
今後の調査研究が必要でしょう。こうした動き
はタワマンの将来を行政が懐疑的に見ていると
いうことでしょうか。建築物ですから未来永劫
存在するものではなく、いつかは解体される運
命となります。その時に誰が解体費用をかける
のでしょうか。タワマンの解体はまだ未知の世
界でしょう。不動産業界では老朽化した建物の
取引は買い手が解体費用を考慮して買値をつけ
るということが広く行われています。解体費用
が多額になれば買値がつかないことが起こるか
もしれません。買い手が無ければ巨大な空き家
が街の中に残ってしまいます。それは地域にとっ
ては大迷惑です。行政はそれを恐れるのです。
　右肩上がりの経済状況が続けばすべては結果
オーライでしょうが。

他のマンションとの違い

　タワマンでなくとも老朽化することは同じだ
とおもいます。しかしタワマンは巨大ですし各
方面への影響が大きいということでしょう。
　一般的なマンションも将来のことは考えてお
くべきでしょう。繰り返しますが空き家対策は
マンション一棟の問題でもあるのです。

タワマンのその他の問題

　タワマンは住戸数が最低でも 200 とか 300 と
かになります。一棟の規模が大きいので入居者
は 500 人から 1000 人になることは容易なことで
す。子供の人数も多くなるので小学校などの教
育機関の対応をしなければなりません。街は一
瞬にして変貌することになります。都市計画の
問題ともなります。
　その他に風害の問題が看過できないと思って
います。タワマンの付近には強風域が生じます。
　他にもありますが、今回はこれくらいにして
おきましょう。

建設が続くタワーマンション

記事は九鬼正光弁護士の「ブログ」より

URL は https://kukilaw-mansion.com/
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ハード・ソフト両面のサポートを強化し
管理組合の良きパートナーに

集改センター総会

　 集 改 セ ン タ ー の
第 17 回通常総会は
５月 24 日午後、大
阪 建 築 会 館 で 開 か
れ、2018 年 度 事 業
報 告・ 決 算、2019
年度事業計画・予算
を承認しました。
　 本 年 度 の 事 業 計
画では「マンション
管 理 組 合 に あ ら ゆ
るサービスを提供」

をモットーに、建築士などによる大規模修繕工
事、長期修繕計画などのハード面の業務、マン
ション管理士などによる総会・理事会の運営助
言、管理規約改正などのソフト面の業務の２つ
の柱をより一層充実拡大して参ります。
　また、本年度は「情報収集とネットワークの
強化」「インターネットの活用による情報発信の
強化」「セミナー参加者等のフォローアップ」を
３本柱とする『チャレンジ 2020 プロジェクト』
を推進し、管理組合の潜在ニーズを掘り起こす
とともに、集改センターの新たな発展をめざし
ます。
　設立当初の趣旨である理念＆目的を変えるこ
となく、社会に貢献できるＮＰＯを目指し、非

営利活動にも会員の知恵と技術をもって社会に
アピールし続け、これまでどおり「管理組合を
対象としたサービス提供の事業活動」と「サー
ビスを提供する側の人材育成（集改塾の継続）」
を目的とした活動も含め、マンション管理組合
の良きパートナーとしてサポートできるコンサ
ルタント集団として活動して参ります。
　具体的事業としましては、今年 10 月中旬をめ
どに管理組合向けの「第 10 回新時代のマンショ
ンセミナー＆ワークショップ」を開催する予定
です。賛助会員の人材育成のための公開集改塾
セミナーは８月７日（水）に開催します。
　任期満了による役員改選では、５理事および
監事全員が重任。総会終了後の互選により、松
山功代表理事が再選されました。 

あいさつする松山功代表理事

総会会場

入会のご案内
■正会員（入会金 6000 円、会費 1500 円 / 月）
　マンション購入を考えている方、マンション管理組合

役員あるいは区分所有者、マンション管理士などマン

ション関連資格所有者などの個人が対象です。広報紙

『集改ニュース』をお届けし、お得なマンション情報

やセミナー、住民交流会等をご案内します。

■顧問契約会員（ネットワーク会員）
　マンション管理組合が対象です。『集改ニュース』を戸

数分送付、住民交流会、セミナー等にご優待、広報チ

ラシ作成、ＨＰ作成等のマンション相談も受付けます。

◎本部事務局（06-6943-8383）へお問い合せください

NPO 法人集合住宅改善センター（略称・集改
センター）は、建物の大規模修繕・改修工事な
どのハード面、及び日頃の管理組合運営に関す
るソフト面の両面から、マンションにお住まい
の方々を支援する専門家の集団です。

■代表理事　松山　功（一級建築士）

■会員
　一級建築士・マンション管理士・弁護士など 57 名

■ＮＰＯ法人認証
　平成 15年 1月 31日（認証番号 府活第 2-290 号）

集改センターの概要 **** **** *********


